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平成 24 年 11 月 30 日 

 

被扶養者認定に係る取扱いの変更について 

 

 

 

 

 

 

１ 変更点 

(1)  資格確認において、パート職員等で、月々の収入が一定でない者の年間収入

が認定限度額内であるかどうかを確認するのは暦年単位（1月～12 月）の 1年

間の収入によるものとし、これが基準額未満であれば３か月平均の月額が基準

額の 12 分の１を上回っても取り消さないこととします。 

ただし、年途中の就職により通年の収入でない場合は、その額を対象月数に

応じて年額に換算し認定の可否を判断します。 

なお、施行日が平成 25 年 1 月 1 日のため、平成 24 年 10 月～平成 24 年 12

月の３か月平均が認定限度月額を超えたときは平成 25 年 1 月 1 日で取消しと

なりますが、施行日を含む平成 24 年 11 月～平成 25 年１月の３か月平均が超

えても年収が基準額未満であれば取り消さないこととします。 

平成 25 年度の資格確認時には施行日以前の期間を含むため給与支払証明書

を提出していただき、平成 26 年度以降の資格確認は源泉徴収票又は所得証明

書を提出していただきます。 

 

 

(2)  組合員が別居している父母等を送金等によって扶養している場合の組合員

の送金額の基準について、「認定を受けようとする者の収入の２分の１以上」

を「父母等の収入の２分の１以上」として、扶養手当の基準に合わせました。 

ただし、組合員からの送金により父母等の収入が著しく多くなる場合や、組

合員世帯の生計維持が困難と思われる場合は、収支内訳書等を提出していただ

き実態を確認させていただく場合があります。 

新規に認定する場合は、適用日を平成 25 年１月１日としますが、既認定者

については経過措置を設け、平成 25 年度の資格確認時（平成 25 年７月１日）

から適用することとします。この場合、平成 25 年１月～平成 25 年 6 月までの

実績を確認し、基準に満たない場合は、平成 25 年７月１日付けで取り消しま

す。 

 

 

(3)  共済組合が認める事業収入に係る必要経費について、営業の場合を参考にし

て農業に係る必要経費として素畜産費、飼料費、農具費等を追加しました。 

新規に認定する場合は、適用日を平成 25 年１月１日とします。 

 昨年から検討してきました被扶養者の認定について、平成 25 年１月から

次の３点の取扱いを変更します。 
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２ 事例 

(1) 給与収入（パート、アルバイト等）がある場合 

給与収入とは、税法上の給与所得控除前の給与、賃金収入をいい、通勤手当

等の諸手当を含めた額をいいます。 

給与収入者のように毎月収入のあるものについては、年間収入が 130 万円以

上になると予測できるかどうかを月収で判断します。月収が認定限度額（130

万円）の 12 分の１（月額 108,333 円）を恒常的に超える場合は被扶養者の要

件を欠くことになります。 

ただし、上記の場合においても月々の収入が一定でない場合は、連続する３

か月の平均が認定限度額（130 万円）の 12 分の１（月額 108,333 円）を超えた

としても、年収が認定限度額を超えなければ取り消さないこととします。 

なお、年途中の就職により年間収入が通年によらない場合は、３か月以上の

月収について対象月数に応じて年額に換算するものとします。 
 

 

 

（事例１）取消しとならないケース 
① パート勤務を始める場合は、通常、勤務形態及び賃金水準等を理解した上で勤務す

ることになる。収入月額が予測できる場合で、その金額が認定限度額の 12 分の 1 を
超えていないときは継続して認定できる。なお、賞与の支給時期及び金額があらかじ
め分かっている場合は、その賞与を各月に振り分けて判断する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H25.1.1 付けでパート勤務を始め、下記のよ
うな雇用条件で勤務する場合は、認定限度額を
下回ることが想定できるため、被扶養者として
継続して認定できる。 

ただし、当初の雇用契約が認定限度月額
（108,333 円）以内であっても、実態として勤
務当初から限度額を超えている場合は、当初か
ら取り消すこととなる。（参考：事例２の④-3）

年月 支給額

H25.1 103,000

2 98,000

3 101,000

4 105,000

5 106,000

6 105,000

7 102,000

8 108,000

9 106,000

10 104,000

11 99,000

12 107,000

H25計 1,244,000

雇用条件 

雇用形態 □正職員 □派遣職員 ■パート □アルバイト □その他（    ）

給料形態 □月給 □日給 ■時給（  ８００円） 

勤務日数及び勤務時間 １か月の勤務日数（ ２２日） １日の勤務時間（  ６時間） 

１か月の支給見込額 １０５，６００ 円（ただし通勤手当及び諸手当を含む） 

□有（下欄も記入）■無 

①支払時期□決まっている（    月）□決まっていない賞与の有無 

②支 払 額□決まっている（    円）□決まっていない

給料の支給日 １日から ３１日分を （翌月） １０日に支給 

健康保険加入の有無 □加入 ■非加入 

雇用保険加入の有無 ■加入 □非加入 
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② 年間収入が認定限度額内であれば継続して認定し、連続する３か月の平均月額が認

定限度額の 12 分の１を超えても取り消さない。賞与の支給があらかじめ分かってい
ない場合は、その賞与は支給月に加算して判断する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
③ 年の途中で就職した場合は、年額換算した額が認定限度額内であれば継続認定する。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
④ 年の途中で退職した場合は、年収が認定限度額内であれば継続認定する。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

年月 支給額

H25.1 98,000 ○

2 100,000 ○

3 108,000 102,000 ○

4 108,000 105,333 ○

5 106,000 107,333 ○

6 95,000 103,000 ○

7 110,000 103,667 ○

8 110,000 105,000 ○

9 111,000 110,333 ×

10 110,000 110,333 ×

11 105,000 108,667 ×

12 101,000 105,333 ○

H25計 1,262,000

3か月平均

H25.4.1 付けで就職した事例で、H25.7～
H25.9 の平均が認定限度額の 12 分の 1 である
108,333 円を超えているが、H25.4～H25.12 の
収入（956,000 円）を元に年額換算すると
1,274,667 円となり、認定限度額を超えていな
いため取り消さない。 

 
実年収         換算後年収 
956,000 円×12 月／9月＝1,274,667 円 

年月 支給額

H25.1

2

3

4 108,000

5 106,000

6 95,000 103,000 ○

7 110,000 103,667 ○

8 110,000 105,000 ○

9 111,000 110,334 ×

10 110,000 110,334 ×

11 105,000 108,667 ×

12 101,000 105,334 ○

H25計 956,000

3か月平均

H25.9.30 付けで退職した事例で、H25.4～
H25.6 の平均が認定限度額の 12 分の 1 である
108,333 円を超えているが、年間収入（956,000
円）が認定限度額を超えていないため取り消さ
ない。 

なお、退職はしていないが年の途中から勤務
を休んでいる場合も、この取扱いと同様とな
る。 

年月 支給額

H25.1 108,000

2 106,000

3 95,000 103,000 ○

4 110,000 103,667 ○

5 110,000 105,000 ○

6 111,000 110,334 ×

7 110,000 110,334 ×

8 105,000 108,667 ×

9 101,000 105,334 ○

10

11

12

H25計 956,000

3か月平均

H25.7～H25.9の平均が認定限度額の12分
の 1（108,333 円）を超えているが、年間収
入が認定限度額を超えていないため取り消
さない。 
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（事例２）取消しとなるケース 
① パート勤務中で、雇用形態が変わった場合。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 年間収入が認定限度額を超えた場合は、1 月以降の累計で、いつの時点で超えたか
を確認して被扶養者の資格を取り消す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H25.1～H25.12の年間合計が1,428,000円な
ので取消しとなる。H25.1 以降の累計を確認す
るとH25.11までの累計が1,302,000円なので、
翌月の H25.12.1 で取消しとなる。 

ただし、給与支払証明書や月々の給与明細が
ないため認定限度額を超えた時点が確認でき
ない場合は、超えた収入を得た当初である
H25.1.1 で取り消すこととなる。 

 

年月 支給額

H25.1 98,000 98,000 ○

2 110,000 208,000 ○

3 118,000 326,000 ○

4 108,000 434,000 ○

5 106,000 540,000 ○

6 105,000 645,000 ○

7 110,000 755,000 ○

8 138,000 893,000 ○

9 136,000 1,029,000 ○

10 138,000 1,167,000 ○

11 135,000 1,302,000 ×

12 126,000 1,428,000 ×

H25計 1,428,000

年間累計

パート勤務をしていて、下記のように H25.7.1 から雇用形
態が変更（時給単価の増額等）されたことにより給料が認定
限度月額（108,333 円）を超えることとなった場合は、雇用
形態が変更された H25.7.1 から取り消すこととなる。 

年月 支給額

H25.1 83,000

2 98,000
3 91,000

4 101,000

5 96,000

6 91,000

7 119,000

8 124,000

9 121,000

10 127,000

11 122,000

12 120,000

H25計 1,293,000

就職又は退職等年月日 

就職年月日 平成１８年 ４月 １日

退職年月日 退職事由⇒□ 自己都合による 

□ 契約期間満了 

□その他（  ） 

平成  年  月  日

雇用形態変更日（変更があった場合のみ記入） 平成２５年 ７月 １日

雇用条件 

雇用形態 □正職員 □派遣職員 ■パート □アルバイト □その他（    ）

給料形態 □月給 □日給 ■時給（  ８００円） 

勤務日数及び勤務時間 １か月の勤務日数（ ２２日） １日の勤務時間（  ７時間） 

１か月の支給見込額 １２３，２００ 円（ただし通勤手当及び諸手当を含む） 

□有（下欄も記入）■無 

①支払時期□決まっている（    月）□決まっていない賞与の有無 

②支 払 額□決まっている（    円）□決まっていない

給料の支給日 １日から ３１日分を （翌月） １０日に支給 

健康保険加入の有無 □加入 ■非加入 

雇用保険加入の有無 ■加入 □非加入 

 

← 

←
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③ 派遣職員等で短期雇用の場合は、従来の取扱い同様、雇用期間が 2か月以下であれ
ば認定限度月額以上の給与があっても継続して認定するが、短期の雇用を繰り返し、
年間の収入が認定限度額を超えた場合は、超えた月の翌月１日で取り消す。 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④-1 年の途中で就職した場合で、年額換算した額が認定限度額を超えていれば、いつ
から超えていたかを確認して、超えた翌月の 1 日で取り消す。 

 
 
 
 
 
 

 
 

H25.4.1 付けで就職した事例で、H25.4～
H25.12 の年間収入を年額換算すると 1,304,000
円となり、認定限度額を超えているので取消しと
なる。 

この場合、H25.4～9 の換算後収入が認定限度
額を上回るため、その翌月の H25.10.1 付けで取
り消すこととなる。 

 
実年収         換算後年収 
978,000 円×12 月／9月＝1,304,000 円 

H25.1 から短期の雇用により働き始めた場
合で、雇用期間が 2 か月以下のため認定限度
月額を上回る給与があっても取消しにはなら
ないが、年間の収入が認定限度額を超えたた
め、超えた翌月の１日（H25.12.1）で取り消
すこととなる。 

 

年月 支給額

H25.1 210,000

2 190,000
3 0

4 180,000

5 220,000

6 0

7 0

8 190,000

9 180,000

10 0

11 160,000

12 0

H25計 1,330,000

年月 支給額

H25.1

2

3

4 108,000

5 106,000

6 107,000 1,284,000 ○

7 110,000 1,293,000 ○

8 110,000 1,298,400 ○

9 111,000 1,304,000 ×

10 110,000 1,306,286 ×

11 111,000 1,309,500 ×

12 105,000 1,304,000 ×

H25計 978,000

換算後年収

← 

←
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④-2 年の途中で就職した場合で、年額換算した額が認定限度額を超えていれば、いつ

から超えていたかを確認して超えた翌月の 1日で取り消すこととなるが、例外的に勤
務した期間が短く、その期間の収入が繁忙期のため増加するが、その期間以外の収入
は少ないため、年間を通してみると認定限度額を超えないことが明らかな場合は、条
件付きで継続認定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
④-3 年の途中で就職した場合で、年額換算した額が認定限度額を超えていれば、事例

２の④-1 により、超えた翌月の 1 日で取り消すことを原則とするが、当事例のよう
に勤務当初から認定限度額を超える収入がある場合は、就職時に遡り認定を取り消す。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H25.4.1 付けで就職した事例で、年間収入を
年額換算すると 1,352,000 円となり、認定限度
額を超えているので取消しとなる。 

この場合は、下記のとおり認定限度額内の雇
用条件で勤務したにもかかわらず、当初から認
定限度額を超える収入を得ていたので、就職当
初での取り消しとなる。 

 
実年収         換算後年収 
1,014,000 円×12 月／9 月＝1,352,000 円 

年月 支給額

H25.1

2

3

4 115,000

5 109,000

6 112,000 1,344,000 ×

7 110,000 1,338,000 ×

8 110,000 1,334,400 ×

9 111,000 1,334,000 ×

10 110,000 1,332,000 ×

11 111,000 1,332,000 ×

12 126,000 1,352,000 ×

H25計 1,014,000

換算後年収

就職又は退職等年月日 

就職年月日 平成２５年 ４月 １日 

退職年月日 退職事由⇒□ 自己都合による 

□ 契約期間満了 

□その他（  ） 

平成  年  月  日 

雇用形態変更日（変更があった場合のみ記入） 平成  年  月  日 

雇用条件 

雇用形態 □正職員 □派遣職員 ■パート □アルバイト □その他（    ）

給料形態 □月給 □日給 ■時給（  ８００円） 

勤務日数及び勤務時間 １か月の勤務日数（ ２２日） １日の勤務時間（  ６時間） 

１か月の支給見込額 １０５，６００ 円（ただし通勤手当及び諸手当を含む） 

□有（下欄も記入）■無 

①支払時期□決まっている（    月）□決まっていない 賞与の有無 

②支 払 額□決まっている（    円）□決まっていない 

給料の支給日 １日から ３１日分を （ 翌月 ） １０日に支給 

健康保険加入の有無 □加入 ■非加入 

雇用保険加入の有無 ■加入 □非加入 

 

H25.9.1 付けで就職した事例で、H25.9～
H24.12 の年間収入を元に年額換算すると
1,302,000 円となり、認定限度額を超えてい
るので取消しとなる。 

この場合、H25.9～12 の換算後収入が認定
限度額を上回るため、その翌月の H26.1.1
付けで取り消すこととなる。 

ただし、１年間の一定の時期に繁忙期が
集中するなどの事情が事業所の証明等によ
り明らかな場合は、結果として認定限度額
を超えたときは就職時（H25.9.1）に遡って
取り消すことを条件に継続認定できるもの
とする。 

 
実年収         換算後年収 
434,000 円×12 月／4月＝1,302,000 円 

年月 支給額

H25.1

2

3

4

5

6

7

8

9 101,000

10 120,000

11 98,000 1,276,000 ○

12 115,000 1,302,000 ×

H25計 434,000

換算後年収

←

←
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⑤ 年の途中で退職した場合で、年収が認定限度額を超えていれば、認定限度額を超え

た翌月の 1日で取り消す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥-1 年の途中で退職し、当年中に再就職した場合で、年収が認定限度額内であっても
再就職後の収入を年額換算した額が認定限度額を超えれば、超えた翌月の 1 日で取り
消す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥-2 年の途中で退職し、当年中に再就職した場合で、年収が認定限度額を超えていれ
ば、年額換算した額が認定限度額を超えた翌月の 1日で取り消すことを原則とするが、
当事例のように、再就職における勤務当初から認定限度額を超える収入がある場合は、
再就職時に遡り認定を取り消す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

H25.11.30 付けで退職した事例で、年間収入
が認定限度額を超えているので取消しとなる。

この場合、H25.11 分の支給により認定限度額
が上回ったため、その翌月の H25.12.1 付けで
取り消すこととなる。 

年月 支給額

H25.1 109,000 109,000 ○

2 105,000 214,000 ○

3 110,000 324,000 ○

4 119,000 443,000 ○

5 129,000 572,000 ○

6 106,000 678,000 ○

7 131,000 809,000 ○

8 119,000 928,000 ○

9 132,000 1,060,000 ○

10 121,000 1,181,000 ○

11 128,000 1,309,000 ×

12

H25計 1,309,000

年間累計

←

H25.6.30 付けで退職し H25.8.1 付けで再就
職した事例で、年間収入は認定限度額内である
が再就職後の収入を年額換算すると認定限度
額を上回るため、事例２の④-1 の例に従い、そ
の翌月の H26.1.1 付けで取り消すこととなる。

年月 支給額

H25.1 108,000

2 111,000

3 105,000

4 116,000

5 122,000

6 119,000

7

8 107,000

9 105,000

10 111,000 1,292,000 ○

11 108,000 1,293,000 ○

12 112,000 1,303,200 ×

H25計 1,224,000

換算後年収

←

H25.6.30 付けで退職し H25.8.1 付けで再就
職した事例で、年間収入が認定限度額を超えて
いるので取消しとなる。 

この場合、再就職時から認定限度額を超える
収入を得ていたので、事例２の④-3 の例に従
い、H25.8.1 付けで取り消しとなる。 

年月 支給額

H25.1 108,000

2 111,000

3 105,000

4 116,000

5 122,000

6 119,000

7

8 117,000

9 121,000

10 130,000 1,472,000 ×

11 124,000 1,476,000 ×

12 128,000 1,488,000 ×

H25計 1,301,000

換算後年収

←
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資格確認におけるパート等の給与収入がある場合の認定可否判断フローチャート 

（その者の基準額が 130 万円で、時給又は日給により勤務する場合） 

パート等の給与収入

がある場合 

年間収入 130 万円未満 年間収入 130 万円以上 

継続認定可

継続認定可
（事例１④）

年途中で退職 年途中で就職
又は再就職 

通年勤務 

継続認定不可 
（事例２②） 

継続認定不可
（事例２⑤）

年途中の退職 年途中で就職
又は再就職 

通年勤務 

年額換算が
130 万円未満

継続認定不可
（事例２⑥-2）

継続認定可
（事例１③）

年額換算が
130 万円以上

継続認定不可 
（事例２④-1）
（事例２④-3）
（事例２⑥-1）

継続認定可 
（事例１①）
（事例１②）

短期就労 通年勤務以外 短期就労

継続認定不可
（事例２③）

通年勤務以外

雇用条件 
変更あり 

雇用条件 
変更なし 

継続認定不可 
（事例２①） 
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(2) 別居の父母等を認定する場合の仕送り額の基準 

仕送り額が父母等の年間収入の１/2 を超えていなければ認定できません。 

ただし、認定対象者の収入が少ない場合は、その者の収入額と一人当たりの

仕送り額の合計が原則として 60 万円以上であることが必要です。 

また、基準を満たした場合でも組合員の収入や組合員世帯の人数などを勘案

して扶養の実態が認められないときは、被扶養者として認定できない場合があ

ります。 

なお、送金は、日常生計費を支援するためのものであることから、原則とし

て毎月（少なくとも１月おきに）している必要があります。 

 

以下は父が 60 歳以上で年金受給者である場合の事例です。 

 

（事例１）父母ともに認定できない場合 

組合員の仕送り 月額 ８万円 

父の収入  月額１６万円 

母の収入  月額 ４万円 

※父は月額１５万円以上の収入があるため認定できない。仕送り（８万円）が父母の収

入（１６万円+４万円）の１／２（１０万円）以上ないため、母も認定できない。 

 

（事例２）父母共に認定できる場合 

組合員の仕送り 月額１０万円 

父の収入  月額１４万円 

母の収入  月額 ４万円 

※仕送り（１０万円）が父母の収入（１４万円+４万円）の１／２（９万円）以上ある

ため、父母共に認定できる。 

 

（事例３）母のみ認定できる場合 

組合員の仕送り 月額１１万円 

父の収入  月額１６万円 

母の収入  月額 ４万円 

※仕送り（１１万円）が父母の収入（１６万円+４万円）の１／２（１０万円）以上あ

るため、母は認定できるが、父は月額１５万円以上の収入があるため認定できない。 

 

（事例４）組合員と他の者と共同して父母を扶養している場合 

組合員の仕送り  月額１０万円 

組合員の弟からの仕送り 月額 ３万円 

父の収入   月額１４万円 

母の収入   月額 ４万円 

※組合員の仕送りは弟の仕送りを上回っているが、組合員の仕送り（１０万円）が父母

の収入（１４万円+４万円）及び弟の仕送り（３万円）の合算額の１／２（１０万５

千円）以上ないため、父母共に認定できない。 
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（事例５）父母共に認定できる場合 

組合員の仕送り 月額 ５万円 

父の収入  月額 ７万円 

母の収入      ０円 

※仕送り（５万円）が父母の収入（７万円+０円）の１／２（３万５千円）以上のあり、

組合員の仕送りを合わせると一人当たり年間７２万円となり、最低生活費（一人当た

り年額６０万円）を上回るため、父母共に認定できる。 

※変更前の基準であれば、父母どちらかの認定のみであったが、夫婦共同扶養の原則か

ら組合員の仕送りは父母世帯に行っており、どちらかのみを被扶養者のすることは現

実的ではないため改めた。 

 

 

 

(3) 農業収入がある場合の必要経費 

事業等の収入がある場合の基準は、営業、農業等の事業による総収入から当

該収入を得るために必要と認める経費（必要経費）を控除した額により判断し

ます。 

ただし、ここでいう「必要経費」とは、所得税法上の経費ではなく、共済組

合が認めた次の経費に限られます。 

今回の見直しで、売上原価（仕入れ等）に対応するものとして素畜費を、消

耗品費に対応するものとして飼料費及び農具費等を必要経費に加えました。 
 

 営業                農業 

    
 
 

・ 売上原価（仕入れ等）
・ 人件費（給料、賃金等） 
・ 外注工賃 
・ 光熱給水費 
・ 修繕費 
・ 消耗品費  

・ 種苗費、素畜費 
・ 雇人費、小作料 
・ ライスセンター使用料 
・ 水利費 
・ 土地改良費 
・ 肥料費、飼料費、農具費等 


